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資料 1 第４次全県域生活排水処理構想ができるまで 

  

構想は、県と市町が連携・協力して平成 26 年度から平成 27 年度に見直しを行い、

平成 28年 3月に策定しました。 

   

 基礎資料の収集整理  

 
 

 

  

 市町説明会  

 
 

 

  

 構想策定要領・ 

市町整備計画作成マニュアルの作成 

 

  

 
 

 

  

 市町ヒアリング  

 
 

 

  

 市町生活排水処理施設整備  

 計画（案）の作成  

 

 

 

  

  

 県・市町間協議、調整  

 
 

 

  

 市町生活排水処理施設整備  

 計画の作成  

 
 

 

  

 第４次香川県全県域 

生活排水処理構想想の策定 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

● 基礎資料の収集整理、市町説明会 

平成 27 年度が第 3 次全県域生活排水処理

構想の目標年次となっているため、平成 26

年度から、国土交通省･農林水産省・環境省

による「持続的な汚水処理システム構築に向

けた都道府県構想策定マニュアル」（平成 26

年 1月公表）を踏まえて、新たな構想を策定

することになりました。 

 

● 県と市町の連携・協力 

構想の策定において、市町と連携・協力を

図り、効率的な生活排水処理施設の整備を行

うため、構想策定要領及び市町整備計画作成

マニュアルを作成しました。 

 

● 市町生活排水処理施設整備計画（市町計

画）の作成 

集合・個別処理の再検討、財政の見通し、

整備スケジュールなど市町の関係部局が協

働して、市町計画（案）を作成し、県・市町

間の協議、パブリック・コメント手続きを経

て、住民の意向を反映した市町計画を作成し

ました。 

 

● 第４次香川県全県域生活排水処理構想の

策定 

市町計画を県全体の整備計画として取り

まとめ、パブリック・コメント手続きを経て、

新しい構想を策定しました。 
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資料２ 市町別汚水処理人口普及率の推移 
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資料 3 関係条例および通知など 

 3.1 ふるさと香川の水環境をみんなで守り育てる条例 
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 3.2 都道府県構想及び見直しに関する通知 
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資料 4 主な生活排水処理施設の概要 

区 分 公共下水道事業 
特定環境保全 

公共下水道事業 
農業集落排水事業 漁業集落排水事業 

コミュニティ・ 

プラント 

浄化槽市町村整備 

推進事業 

浄化槽設置整備事業 

（個人） 

目的 都市の健全な発展及び公

衆衛生の向上に寄与し、

併せて公共用水域の保全

に資する。 

自然環境の保全または農

山漁村における水質の保

全に資する。 

農業集落における農業用

用排水の水質保全、農業

用用排水施設の機能維持

及び農村生活環境の改善

を図り、併せて公共用水

域の水質保全に寄与す

る。 

漁港の機能の増進とその

背後の漁業集落における

生活環境の改善を総合的

に図る。 

地方公共団体が地域し尿

処理施設を設置し、し尿

と雑排水を併せて処理す

ることにより、生活環境

の保全及び公衆衛生の向

上を図る。 

水道水源の保全のために

生活排水対策の緊急性の

高い地域において洲町村

が設置主体になって個別

浄化槽の面的整備を行

う。 

下水道未整備地域における雑排水による公

共用水域の汚濁等の生活環境の悪化に対処

する。 

設置主体、維持 

管理主体 

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体、土地改良

区等 

地方公共団体 地方公共団体 地方公共団体 個人 

根拠法または 

予算上の措置 

下水道法 下水道法 農業集落排水事業（集排

単独）ほか 

漁業集落環境整備排水事

業ほか 

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律 

浄化槽法、浄化槽市町村

整備推進事業はか 

浄化槽法、浄化槽設置整備事業ほか 

制度の創設時期 昭和33年（下水道法制

定） 

昭和50年（特定環境保全

公共下水道）昭和61年

（簡易な公共下水道） 

集排単独（昭和58年）農

山漁村地域整備交付金の

うち農業集落排水事業

（平成24年） 

漁業集落排水施設（昭和

53年） 農山漁村地域整

備交付金のうち漁業集落

排水事業（平成24年） 

廃棄物処理施設設置整備

補助（昭和41年） 

特定地域生活排水処理施

設（平成6年）、汚水処

理施設整備交付金の事業

（平成17年） 

浄化槽法（昭和62年）変則浄化槽（昭和63

年） 

対象地域 主として市街地 市街化区域以外の自然公

園区域、農山漁村、水質

保全上と国緊急を要する

区域 

農業振興地域の整備に関

する法律に基づく農業振

興地域（これと一体的に

いい整備することを相当

とする区域を含む。）内

の農業集落 

漁港漁場整備法により指

定された漁港の背後集落 

特に制限なし 浄化槽による汚水処理が

経済的・効率的である地

域であって、環境大臣が

適当と認める地域 

①下水道法予定処理区域以外の地域で脚注

※の（ア）～（キ）のいずれかに該当する

地域 

②下水道の整備が当分の間（原則として7

年以上）見込まれない下水道事業計画区域

内の地域であって、脚注※の（ア）または

（イ）のいずれかに該当する地域   

③水道原水水質保全事業の実施の促進に関

する法律第5条の規定に基づく都道府県計

画に定められた浄化槽の整備区域 

※浄化槽設置整備事業の対象地域 （エ）水質汚濁の著しい閉鎖性水域の流域 

（ア）湖沼水質保全と区別措置法第3条第2項に規定する指定地域 （オ）水質汚濁の汚濁の著しい都市内中小河川の流域 

（イ）水質汚濁防止法第14条の7第1項に規定する生活排水対策重点地域 （カ）自然公園法第2条第1項に規定する自然公園等優れた自然環境を有する地域 

（ウ）水道水源の流域 （キ）その他人口増加が著しいなど上記の地域と同等以上に雑排水対策を推進する必要があると認められる地域 
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